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４－５ 賃貸住宅の維持管理・運用 

 

（１）長期転貸事業における維持管理・運用上の課題 

転貸事業者等が高齢者等の持家を長期転貸する場合のリスクとしては様々想定されるが、住宅

のハード面では、借上げた住宅が長期供用に耐えられるもの（一定の耐久性、耐震性を有するも

の）であるかどうか、また維持管理が適切に継続されるかどうか、という点が挙げられる。 
リスクを回避する手立てとしては、以下が考えられる。 

 
●長期転貸事業におけるリスク回避の手立て 

リスクを回避する手立て 本編の該当箇所 

①建物の物理的評価（耐久性、耐震性等）

【転貸前】 

４－２ 転貸事業者等が住宅を借り上げる際の要件 

４－３ 建物診断 

②適切な維持管理の継続 

 【賃貸活用中】 

４－５（２）維持管理に関する責任区分の明確化 

４－５（３）長期的な維持管理・運用の継続 

 
本マニュアルでは、賃貸活用中に発生し得るリスクである「②適切な維持管理の継続」につい

て、公的なガイドラインや既往の取り組み事例を紹介する。 
 

 

●高齢者等の持家の長期賃貸活用のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

住宅所有者 

転貸事業者

等 

賃借人 

①建物の物理的評価 

・建物診断の実施 

・適切な補修・補強 

（長期借上げ） 

（賃貸借契約、又は定期借家契約） 

【利用者Ａ】 【利用者Ｂ】 

（募集） （募集） 

（別の住居に転居） （死亡等による終

了事由の発生） 

（相続人）

制度 

受入 

終了事由が発

生した場合、

現在の賃借人

との契約期間

満了後に建物

を返還 

②適切な維持管理の継続

・責任区分に基づき修理・

交換などを実施 

・長期計画的な維持管理

（責任区分）
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（２）維持管理に関する責任区分の明確化 

主に賃借人の利用期間中に発生する住宅の毀損等に係るリスクについては、予め責任区分を取

り決めておくことが重要である。また、賃借人が行える改修（内装のリフォーム）等の範囲は予

め定めておくことが必要となる。 
なお、高齢者等の持家の転貸事業においては、通常の賃貸事業と比較していくつかの相違点が

想定されるため、留意することが必要である。 
 
●通常の賃貸事業との相違点 

 
 
 
 
 
 
ここでは、貸主・借主の費用負担の区分の考え方として、①JTI の「マイホーム借上げ制度」

における考え方、および、②「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」（東京都発行）において情報

提供されている内容を紹介する。 

 

 

①ＪＴＩの「マイホーム借上げ制度」（注）における考え方 

注：制度の概要については、「４－１ はじめに」P77 を参照。 

 

●維持管理に関する責任区分に係る基本的な事項 

・建物は現況有姿（ただし、劣化対策と耐震性について JTI の借上げ要件を満たすことが前提）で

賃貸希望者の募集を行い、入居者自らがオーナーの同意を得てリフォームをすることが可能。 

・入居時の敷金や礼金は無い。 

・入居者は３年の定期借家契約となり、３年毎に再契約をする。 

・設備品の故障や破損・汚損等の費用負担及び退去時の精算方法等については、ＪＴＩが予め費用

負担を明確にする「負担区分表」を家主と借り主に渡し確認作業を行う（次頁「負担区分表」参

照）。 

・「負担区分表」には、制度利用者（住宅所有者）と賃借人の２者間での、修繕費用等の負担区分が

示されている。 

・通常の賃貸借の取引では賃貸事業者と賃借人の二者の取り決めとなるが、本マニュアルで検討す

るスキームは転貸であるため、住宅所有者・転貸事業者等・賃借人の三者が関係することとなる。

・一戸建ての住宅を転貸する場合、敷地内工作物（物置、カーポート等）、敷地内樹木の維持管理に

ついても取り決めをしておくことが、後々のトラブル回避のためには必要。 
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●ＪＴＩの「マイホーム借上げ制度」で定める「負担区分表」 
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②「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」（東京都発行）において情報提供されている内容 

「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」は、民間賃貸住宅の賃貸借をめぐるトラブルの防止を目

的としており、入居中の修繕、および退去時の復旧について、負担区分の考え方が解説されてい

る。 

 

●入居中の修繕について 
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出典：「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」／東京都／平成 16 年 
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●退去時の復旧（貸主・借主の負担区分の一覧表（一般的例示）） 
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出典：「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」／東京都／平成 16 年 
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（３）長期的な維持管理・運用の継続 

 賃貸住宅を長期的に維持管理・運用していくためには、定期的な点検・メンテナンスが継続し

て実施されることが求められる。 

 

定期的な点検・メンテナンスの担い手としては、長期間借り上げることを前提とし、転貸事業

者等が住宅所有者に、耐震性能の確保や定期点検の実施を義務付けることも考えられる。 

ここでは、住宅を長期的に賃貸活用する際に、定期点検・メンテナンスを、①どの程度の頻度

で、②どの程度のコスト負担で実施することが求められるか、既往のガイドブック等で情報提供

されている内容を紹介する。 

 

①点検・修繕の周期の目安 

●部位ごとの修繕周期の目安 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「賃貸住宅の長期修繕計画」／（財）日本賃貸住宅管理協会／平成 17 年 
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●一戸建て木造住宅の標準的な点検・補修の目安 
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出典：すまい・る住宅読本／住宅金融支援機構／平成 20 年 
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②長期修繕に関連する費用区分と積立金の目安 

●長期修繕・日常リフォーム・日常管理の各費用の区分 

 修繕 長期修繕 ・建物本体（屋根、壁、床、柱、配管等） 

・住戸内部（住宅設備機器等） 

・共用設備（給排水、電気、防災設備） 

・外構（通路、フェンス、駐車場等） 

上記の物件全体の大修繕 

日常リフォーム 住戸内部（内装、建具）小修理、雨樋清掃 

入居者入退去時の原状回復 

共用部の日常管理 

（共益費で賄う） 

・廊下、通路、駐車場等の定期清掃 

・共用電気代、水道料 

・浄化槽、給水設備の定期管理清掃 

・エレベーターの定期管理 

 

 

 

●長期修繕準備のための積立金の目安（月額・一戸当りの積立金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「長期修繕計画案作成マニュアル」より作成／（財）日本賃貸住宅管理協会／平成 16 年 

出典：「賃貸住宅の長期修繕計画」／（財）日本賃貸住宅管理協会／平成 17 年 


